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１．個人情報保護法施行条例の整備状況に係る調査結果（確定報）

令和５年４月１日、令和３年改正個人情報保護法（デジタル社会形成整備法（令和３年法律

第37号）第51条による改正後の個人情報保護法。以下、原則として「法」という。）が全面施行。

昨年度、地方公共団体に対し、個人情報保護法施行条例（以下、原則として「法施行条例」と

いう。）の整備状況や議会上程予定時期等について確認する調査を計４回実施し、法の施行に向けた

対応・準備の進捗について把握を行ってきたところ、令和５年１月調査では、全ての地方公共団体が、

法施行条例案を上程済み又は令和４年度内に上程予定であると回答。

今般、昨年度の照会の対象として継続的に調査を行ってきた地方公共団体（計3,374団体）の、

令和５年４月１日時点における法施行条例の整備状況について調査を行い、以下、その結果に

ついて報告（詳細は別添を参照）。

※ 調査対象 ① 都道府県 47団体 ② 市区町村 1,741団体

③ 一部事務組合及び広域連合 1,586団体

【参考】 前回（4月12日（第239回個人情報保護委員会））における報告（速報）の概要

○ 都道府県及び市区町村・・・・・・・・・全団体において措置済み。

○ 一部事務組合及び広域連合・・・・・1,517団体が措置済みである一方、

21団体が未措置、30団体が未回答。
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１．個人情報保護法施行条例の整備状況に係る調査結果（確定報）

令和５年４月１日時点における個人情報保護法施行条例等の整備状況等について

都道府県（全47団体）

○ 都道府県及び市区町村
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都道府県（47団体）及び市区町村（1,741団体）については、令和５年４月１日の

法の全面施行（地方公共団体への適用）のタイミングで、その全団体において、措置済み。

市区町村（全1,741団体）
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１．個人情報保護法施行条例の整備状況に係る調査結果（確定報）

令和５年４月１日時点における個人情報保護法施行条例等の整備状況等について

○ 一部事務組合及び広域連合

＜「未措置」の団体の内訳＞
・ 関係機関との協議に時間を要したため 16団体
・ 他の業務で多忙であったため ８団体
・ 規則で対応済みと誤認したため １団体

＜「未措置」の団体における今後の整備予定等の内訳＞
・ 令和５年度の最初の議会に上程等の予定 22団体
・ ４月26日現在で措置済み ３団体

全1,586団体における整備状況等の内訳
措置済み： 1,543団体
未措置 ： 25団体
解散等 ： 18団体

一部事務組合及び広域連合については、令和５年４月１日の法の全面施行（地方公共

団体への適用）のタイミングで、1,543団体（98.4%（※））において措置済みである一方、

25団体（いずれも一部事務組合）が未措置の状況にある。

一部事務組合及び広域連合（全1,586団体）

※ 98.4％（措置済み団体の割合）＝措置済み1,543団体÷（全1,586団体－解散等18団体）
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２．個人情報保護法施行条例等の措置がなされていない団体への対応等について

地方公共団体によって、法施行条例の形式や規定内容等は異なるものの、いずれの団体においても、

少なくとも、保有個人情報の開示請求における手数料（法第89条第２項）については条例（※）に

おいて規定される必要がある（また、前提として、法の他の規定についても遵守する必要がある）。

※ 条例の形式によるものとして、手数料条例等の場合も含む。

（手数料）
法第89条 （略）
２ 地方公共団体の機関に対し開示請求をする者は、条例で定めるところにより、実費の範囲内において条例で定める額の
手数料を納めなければならない。

これまで、個人情報保護委員会においても、地方公共団体を対象とした説明会等で、当該手数料に

ついて法施行条例で定める必要があることを示してきたところ。

法施行条例等の措置がなされていない団体に対しては、法施行条例の早急な整備の必要性に加え、
上記開示請求が可能である旨について住民の方々に御理解いただくこと、法施行条例の整備がなされ

ていない間でも開示請求への対応を行うことを４月14日付け事務連絡で改めて周知するとともに、

当該団体における整備予定等について個別に確認した。

今後、速やかに法施行条例の整備を行うよう、当該団体に対して引き続き個別アプローチを行う。

法施行条例に開示請求の手数料に係る規定が置かれていない場合、開示請求者は手数料を納める

ことなく、開示請求を行うことができる。

法施行条例等の措置がなされていない団体への対応について

法施行条例等の措置がなされていない場合



届出条例件数
（令和５年４月26日時点）

4,281件

届出団体数
（令和５年４月26日時点）

2,497団体

３．条例届出・公表システムを通じた条例の届出状況

○ 昨年度に「条例届出・公表システム」を整備し、全国の地方公共団体から、法施行条例や個人情報保護
審査会条例等の届出の受付を行っているところ。既に2,497の地方公共団体から、4,281件の条例の届出
がなされており、形式審査が完了した729件について公表を行った。
今後も、形式審査が完了したものを順次公表予定。

＜前提＞
法第167条第１項に基づき、地方公共団体の長は、個人情報の保護に関する条例を定めたときは、遅滞なく、その旨及びその内容を

個人情報保護委員会に届け出なければならない（※２）こととされている。

※２ 届出は、原則として電子情報処理組織を使用して行うものとされ、個人情報保護委員会は、届出があったときは、当該届出に係る
事項をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならないとされている。

＜届出の状況（令和５年４月26日時点）＞
➢ 届出団体数 2,497団体（都道府県及び市区町村 1,477団体、一部事務組合及び広域連合 1,020団体）

➣ 届出条例件数 4,281件（※３） ※３ 一部、複数回提出があった分を含む。

➣ 届出条例公表件数 729件
5

条例届出・公表システムを通じた地方公共団体からの条例の届出状況について（最新の状況）

条例届出対象団体数
（令和４年４月１日時点）

3,374団体（※１）

※１ 「解散等」の18団体を含む。

うち
届出条例公表件数
（令和５年４月26日時点）

729件
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